
・地域一般入院基本料３ ・救急医療管理加算

・療養病棟入院料２ ・超急性期脳卒中加算

・療養病棟療養環境加算２ ・診療録管理体制加算３

・夜間看護加算（療養病棟の注１２） ・感染対策向上加算２（連携強化加算含む）

・看護補助加算１ ・看護補助体制充実加算１

・後発医薬品使用体制加算２ ・短期滞在手術等基本料１

・データ提出加算１及び３

・在宅療養後方支援病院 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

・外来腫瘍化学療法加算２ ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

・外来化学療法加算２ ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

・薬剤管理指導料 ・医療機器安全管理料１

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算 ・検体検査管理加算(Ⅱ)

・輸血管理料Ⅰ ・コンタクトレンズ検査料１

・麻酔管理料（Ⅰ） ・神経学的検査

・輸血適正使用加算 ・遺伝学的検査

・ニコチン依存症管理料 ・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

・人工腎臓 ・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

・導入期加算１（人工腎臓） ・無菌製剤処理料１

・バイオ後発品使用体制加算 ・協力対象施設入所者入院加算

・入院時食事療養（Ⅰ） ・酸素の購入単価に関する届出

・入院時生活療養（Ⅰ） ・看護職員処遇改善評価料

・外来ベースアップ評価料 ・入院ベースアップ評価

・胃瘻造設術（医科点数表第２章第10部手術の通則の16に掲げる手術）

・夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

その他

届 出 施 設 基 準

基本診療料

・医師事務作業補助体制加算１（一般病棟　４０：１　、　療養病棟　５０：１）

特掲診療料

・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

・下肢末梢動脈疾患指導管理加算（連携医療機関：亀田総合病院）
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